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日ごろ、消防行政に対し、格別の御高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

平成１９年７月１６日、新潟県中越沖地震が起こり、東京電力株式会社柏

崎刈羽原子力発電所３号機変圧器の火災が発生しました。この火災により、

事業者においては自衛消防体制の不備が露見し、自治体消防本部においては

化学消防車など車両、装備品、人員の不足、また現場に向かうまでの道路、

橋梁等の確保、耐震化の重要性が深く認識させられることとなりました。そ

の後、原子力発電所等の火災に対応する「消防力の整備指針」が見直され、

自治体消防における化学消防車の配置が加えられました。 

さらに、平成２３年３月１１日には東日本大震災が起こりましたが、全国

の原子力発電所立地自治体における消防力の充実、強化や財源の裏付けにつ

いて国から明確なものが示されないまま今日まで来ています。 

原子力発電所における大規模の事故、災害については自衛隊など自治体消

防を超える国レベルで対応していただくべきものであると認識しています

が、その前提段階、第１次段階として現場に向かう責任が自治体消防に課せ

られるとするならば、人員、資機材の充実強化、国による財源確保などは法

によって規定されるべきものと思料いたします。 

よって、貴職におかれましては従来の指針による整備ではなく、「原子力

発電所等所在地域における消防力整備法」（仮称）の制定に御尽力賜ること

をお願いするものでございます。 

以下、当面の間、指針により整備をお願いいたしたい事項を記載いたしま

す。何卒御高配賜りますようお願い申し上げます。 
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１ 「消防力の整備指針」に係る予防要員の算定基準 

について 
 

【要 望 事 項】 

 

 

 

 

 

 

 

【提案・要望理由】 

  

 「消防力の整備指針」の職員数の算定は、消防体制を適切に維持するため

に必要な人員数を示した唯一の指針です。 

このことについては、平成２８年９月、全国の原子力発電所等が立地する

１５の消防本部で構成する原子力発電所等所在市町村消防情報連絡会の総意

として、この指針の見直し等に関する要請書を消防庁長官宛てに提出すると

ともに、平成２９年７月には柏崎市から同様の要望書を消防庁消防・救急課

宛てに提出してきたところです。平成３０年度は３年毎に実施される「消防

施設整備計画実態調査」の調査年度にあたることから、改めて下記のとおり

要望いたします。 

予防要員の算定基準は、管内の防火対象物数や危険物施設数等のほか、石

油コンビナート等特別防災区域の有無を勘案した数が基準とされています。  

しかし、原子力発電所を有する消防本部は、石油コンビナート等特別防災

区域を有する消防本部と同等、若しくはそれ以上の事務を執行しているにも

拘らず、算定基準に加算がありません。 

 中越沖地震、東日本大震災以降、様々な安全対策が原子力発電事業者に求

められており、これに伴う相談、設備検査、立入検査などの業務が大幅に増

加し、予防業務の中で大きなウェイトを占めています。また、原子力防災体

制確立のためには、事業所に対する訓練指導等が重要です。 

以上のことから、予防要員の算定には原子力施設の有無並びにそのプラン

ト数等を勘案した基準に改正していただけるよう、特段のご配慮をお願いい

たします。 

原子力防災体制を確立するため、「消防力の整備指針」に定める消防本

部及び署所の予防要員に関し、原子力施設の有無並びにプラント数等を勘

案した算定基準としていただきたい。 
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２ 「消防力の整備指針」に係る化学消防車の算定基準 

について 
 

【要 望 事 項】 

 

 

 

 

 

 

【提案・要望理由】 

 平成１９年７月の中越沖地震における、柏崎・刈羽原子力発電所変圧器火

災の教訓を踏まえ、消防力の整備指針の一部が改正され、原子力発電所等が

所在する市町村については化学消防車１台の配置が必要とされました。 

 その化学消防車の算定基準は、「市町村に存する危険物の製造所等及び原

子炉設置事業所等の数、規模、種類等を勘案した数とする。」とされていま

す。原子力発電所では、より大きな災害に発展することを防止する必要があ

るにも拘らず、原子炉設置事業所の数を算定基準としており、１基でも１台、

７基でも１台といったことに矛盾を感じます。 

 以上のことから、化学消防車の算定は、より緻密な算定基準とするために、

原子力発電所のプラント数に応じた台数に改正することをお願いするととも

に、これに係る化学消防車の整備・更新に係る経費は、全て国の負担として

いただきたい。 

  

  

 

  

「消防力の整備指針」に定める化学消防車に関しては、整備・更新に係

る経費全てを国負担としていただきたい。 



総務省消防庁 特殊災害室 

 

 

３ 原子力災害への防護資機材の充実について 
 

【要 望 事 項】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【提案・要望理由】 

  

 東日本大震災による福島第一原子力発電所事故以降、様々な対応見直しが

図られてきたところですが、原子力災害対策重点区域の見直しではＵＰＺ区

域が拡大され、原子力発電施設等緊急時安全対策交付金等による防護資機材

配備対象自治体も広範になり、それぞれの自治体への十分な配備は、より一

層困難なものと考えられます。 

 また、全国の原子力発電所等所在市町村消防本部に配備いただいている防

護資機材の種類や数量などについては、それぞれの道・県の裁量によるとこ

ろですが、それぞれの消防本部では保有する防護資機材の種類・数量が異な

り、同じ原子力災害対応において活動内容・活動時間に差異が生じる恐れが

あります。 

 以上のことから、原子力発電所等が所在する消防本部への防護資機材の配

備については、引き続き他の消防本部と区別した特別なご配慮をお願いする

とともに、配備する防護資機材の種類・数量については、消防本部規模に応

じた、統一した資機材・配備数を示していただきたい。 

 原子力災害時における防護資機材の配備について、原子力発電所所在市

町村に対しては、引き続き特別な予算配分を考慮いただくとともに、全国

の原子力発電所等立地市町村消防本部へ配備する資機材については、消防

本部の規模に応じた、統一した資機材・配備数を示していただきたい。 


